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１ 雇用調整助成金（コロナ特例）概要
雇用用調整助成金ガイドブック令和2年9月30日版より抜粋



２ 制度の周知活動と労働局・ハローワークにおける相談対応

（１）周知活動

・ハローワークでのリーフレット配布、労働局ホームページでのご案内

・社会保険労務士会及び金融機関へ周知広報を要請

・県内企業へのリーフレット郵送による周知

・社会保険労務士向け説明会への講師派遣

・団体主催のセミナーへの講師派遣

・団体を通じ、県内企業に雇用調整助成金を活用した雇用維持等を要請

（２）労働局・ハローワークにおける相談対応

・労働局では、電話相談ダイヤルを開設し、各ハローワークでは、専用の相談窓口を設置

（本省では、コールセンターを設置）

・全国で初めて、労働局ホームページにて、制度や申請についての解説動画を掲載

・ゴールデンウィーク期間中、特別相談窓口を設置

・土・日曜日（閉庁日）においても、申請相談及び受付を実施（５月）

・団体主催の相談会への相談員派遣



３ 迅速な支給に向けた取組
通常は、審査等のため、申請から支給まで約３ヶ月の期間を要する助成金の支給について、申請から

支給まで概ね１ヶ月で行う取り組みを実施。

審査体制の整備など迅速支給に向けた取り組みを行った結果、10月30日現在においては、概ね約２週
間での支給を実現。

４ 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金取扱状況
令和2年10月30日現在

雇用調整助成金 緊急雇用安定助成金

支給申請件数 約13,000件 約3,200件

支給申請事業所数 約3,800事業所 約1,000事業所

支給決定額 約121億円 約５億円


